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北名古屋市 



－1－    

 

   平成２６年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成２６年度北名古屋市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１４，９３２千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８６１，５９６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣による。 

 

  平成２７年２月２３日提出 

 

北名古屋市長 長 瀬  保    



－2

出

高齢者医療保険料 75

予

6,100 △22,7

算

00 733,400

補

2 繰入金

正

114,478 7,7

歳

68 122,246

　入

1 一般会計繰入金 114,478 7,768 122,246

－

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 876,528 △14,932 861,596

－3－

歳　出

款 款 項 補正前項 の額 補　正　額 計

(単

補

位：千円)

正

2 後期高齢者医療広

第

前

域連合
858,916

の

△14,932 843

額

,984
納付金

補

1 後期高齢者

　

医療広域連合
858,

正

916 △14,932

　

843,984
納付金

額 計

歳　　　　　出　

(

　　　　合　　　　　

１

単

計 876,528 △1

位

4,932 861,5

：

96

千円)

表

1 後期高齢者医療

　

保険料 756,100

歳

△22,700 733

入

,400

歳

1 後期
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平成２６年度後期高齢者医療特別会計 

補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） に 関 す る 説 明 書 
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位

２

：

繰入金 114,478

千

7,768 122,2

円

46

歳

)

　　　　　入　　　　

款

　合　　　　　計 87

補

6,528 △14,9

正

32 861,596

前の額 補　正　額 計

－7－

歳入歳出補正予算事項別明細書

１　総　括

(歳  入)

１ 後期高齢者医療保険料 756

(

,100 △22,70

単

0 733,400



債 そ　　　の　　　他

(単位：千円)

－8－ －9－

(歳  出)

２ 後期高齢者医療広域連合納付金 858,916 △14,932

補

843,984 0 0 △

　

14,932 0

正　額

歳　　　　　出　　

　

　　　合　　　　　計

の

876,528 △14

　

,932 861,59

財

6 0 0 △14,932

　

0

源　内　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源
一　　般　　財　　源

国  県  支  出  金 地　　　方　　　



２ 歳

者

　後期高齢者医療保険

医

料　　１目　特別徴収

療

保険料

－10－ －11

保

－

険

1 特別徴収保険料 40

料

2,000 △20,9

１

00 381,100 1

項

現年度分 △20,90

後

0 特別徴収分 △20,

期

900

　

高齢

2 普通徴収保険

者

料 354,100 △1

医

,800 352,30

療

0 1 現年度分 △1,8

保

00 普通徴収分 △1,

険

800

料

計 756,100 △22,700 73

入

3,400

２款 繰入金 １項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金 114,478 7,768 122,246 2 保険基盤安定繰入金 7,768 保険基盤安定繰入

１

金 7,768

計 114,478 7,768 1

(

22,246

単位：千円款 )

節
目 補正前の額 補　

後

正　額 計 説　　　　　

期

　　　　明
区　　分 金

高

　　額

１款　後期高齢

齢

者医療保険料　　１項



３ 歳

前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源 説　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　　額

２款　後期高齢者医療広域連合納付金　　１項　後期高齢者医療広域連合納付金
１目　後

　

期高齢者医療広域連合納付金

－12－ －13－

1 後期高齢 858,916 △14,932 843,984 19 負担金補助 △14,932△14,932

○ 後期高齢者医療広域連合納付金「後期

出

高齢者医者医療広 及び交付金

   △14,932療保険料」域連合納

19 負担金補助及び交付金 △14,932特別徴収分付金

     負担金 △14,932△20,900

２款

       

後

保険料等 △14,93

期

2普通徴収分

高

△

齢

1,800

者医療

「繰入金」

広

保

域

険基盤安定繰

連

入

合

金

納

7,768

付金 １項 後期

計 858,916

高

△14,932 843

齢

,984 △14,93

者

2

医療広域連合納付金 (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳
節

目 補正


